
消防設備士講習業務委託に係る一般競争入札 

 

 令和６年度消防設備士講習業務委託について、下記のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。 

 

 令和６年４月３日 

 

埼玉県知事 大野 元裕 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   消防設備士講習業務 【予定人員】１，２００人 

   （うち消火設備に係る講習２４０人、警報設備に係る講習６００人、避難設 

    備・消火器に係る講習３６０人） 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

      別添業務委託仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   契約締結日から令和７年３月３１日（日）まで 

 ⑷ 履行場所 

   埼玉県内 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、埼玉県物品調達当電子入札運用基準に基づき、埼玉県電子入札

共同システム又は紙入札により行う。 

   また、入札金額は、業務の種別ごとの単価（消費税及び地方消費税を除く）

にそれぞれの予定人員を乗じて得た額並びに見積もった契約金額を記載する

こと。 

  

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

  しない者であること。 

 ⑵ 埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）財務規則第９１条の規定

により埼玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

 ⑶ 埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停期間中で 



  ない者であること。 

 ⑷ 埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けて 

  いない者であること。 

 ⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが 

  なされている者でないこと、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に 

  基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

 ⑹ 物品等競争入札参加資格者名簿（令和５・６年度）に登載され、業種区分が 

  「催物、映画及び広告の企画・製作並びにその他役務」で、物品等の種類が「催 

  物の企画・運営等関連業務」を行う者であること。 

 ⑺ 消防法に係る講習業務委託を、直近１０年間で１回以上、誠実に履行した者 

  であること。 

 

３  契約条項を示す場所等 

  ⑴ 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所、各種受付並びに問 

  い合わせ先 

      〒３３０－９３０１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号  

             埼玉県危機管理防災センター  

   埼玉県危機管理防災部消防課予防担当  

   電話０４８－８３０－８１６１（直通） 

  ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

   電子入札システムによる配布の他、上記⑴の場所において交付する。 

  ⑶ 入札説明会 

   開催しない。 

  ⑷ 入札参加資格の確認  

   入札参加資格確認申請書の受付期間  

   令和６年４月３日（水）午前９時から令和６年４月１０日（水）正午   

   まで 

 ⑸ 仕様書等に関する質問 

  ア 質問受付期間 

    令和６年４月３日（水）午前９時から令和６年４月５日（金）午後５時ま 

    で 

  イ 質問回答日時 

    令和６年４月８日（月）午後５時 

 ⑹ 入札書の受付期間及び開札に関する事項 



  ア 入札書受付期間 

    令和６年４月１２日（金）午前９時から令和６年４月１７日（水）午前 

    ９時まで 

  イ 開札場所及び日時 

   (ｱ) 日時 

    令和６年４月１７日（水）午前１０時 

    なお、開札への立会いは不要とする。 

   (ｲ) 場所 

     埼玉県危機管理防災部消防課 

４ その他 

 ⑴ 入札保証金 

   ア  入札保証金の額は、入札書に記載した見積もった契約金額に当該金額の１ 

   ０％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数 

   を切り捨てるものとする。）に入札保証金の率（１００分の５以上）を乗じ 

   た額とする。 

    ただし、埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号。以下「財務規 

   則」という。）第９３条第２項の規定に該当し、県が認めた場合は、免除す 

   る。 

  イ 入札保証金の納付については、確認通知書と併せて通知する。 

 ⑵ 契約保証金 

   財務規則第８１条の規定による 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

所定の日時までに提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。

また、入札事務の担当者から提出した書類に関し説明を求められた場合は、

それに応じなければならない。 

  イ 入札者は、上記３⑹に従い、入札書を提出しなければならない。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に要求される義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ  財務規則第９７条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 



 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第９４条の規定に基づいて定められた予定価格に１１０分の１００

を乗じて得た価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者とす

る。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

      無 

 ⑻ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 


